
若尾資料１ 

山梨県のがん対策俯瞰 
 

全国 47 都道府県には「がん対策推進計画」があり、それぞれ「がん対策推進協議会」が

計画を策定し、評価検討しながら反省点を次期の計画に活かしてがん対策を充実させていま

す。中には青森県、茨城県、富山県、石川県、福井県、島根県、熊本県のように、がん対策

の進捗状況（ＰＤＣＡサイクル）や評価のための第三者機関（協議会とは別に）設け、ＰＤ

ＣＡを効果的に進めている自治体もあります。全国規模で各都道府県に返答を依頼し 41 都

道府県から回答いただき、集計した「都道府県がん対策カルテ 2015 特定非営利活動法人

がんサミット作成」から山梨県の状況を資料といたしました。日本の中で山梨県の立ち位置

を確認するのも第 3 次がん対策推進計画策定に有効だと思われますのでご一読ください。 
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― 1 3 ― ― ― 2 21 4 NA 1 19 0 0 〇 ― ― 〇 ― ― ― 〇 ― 〇 ― 

 

 

A 県庁にがん対策の専門部署はありますか。* 県ページ参照 

B がん対策はひとつの部署で担当していますか、それとも複数の部署で担当されていますか。 

C がん対策は何人の職員でご担当されていますか。専従の方は 1, 兼任の方は担当職務数割で 0.5, 0.3 

などとカウントしてください。 

D 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連がありますか。 

E がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）とは別に、がん対策の進捗管理（PDCA サイク

ル）や評価のための会議体がありますか。 

F 圏域などの単位でがん医療や在宅医療を協議する会議体がありますか。 

G がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数（平成 27 年度） 

H がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 

I がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場の委員の数 

J がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本協議会委員を除く） 

K がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平成 27 年度） 

L がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 

M がん診療連携協議会（本連携協議会）の患者・住民立場の委員の数 

N がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本連携協議会委員を除く） 

O がん対策推進条例は制定されていますか。 

P がん対策推進条例の改正はありましたか。 

Q 第 2 次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

R 第 2 次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

S 平成 26-27 年度内に、県による患者満足度調査を行いますか。 

T 平成 26-27 年度内に、県による医療者意識調査を行いますか。 

U 平成 26-27 年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療者意識調査を除く）を行いますか。 

V がん対策に関する専用のウェブサイト（コーナー）はありますか。 

W がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情報公開していますか。 

X がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトなどで公開していますか。 

Y がん対策に関する年次報告書的な資料を作成し、公開していますか。 
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 取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。  ない  

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それとも複数の部署で

担当されていますか。  

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。  

ひとつの部署  

3  

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。  

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 などとカウントしてく

ださい。  

3人  

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連がありますか。  ない  

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）とは別に、がん対

策の進捗管理（PDCAサイクル）や評価のための会議体がありますか。 あ

る場合、その会議体の名称を教えてください。  

ない  

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会議体があります

か。 ある場合、その会議体の名称を教えてください。  

ない  

（医療圏ごとに）在宅療養者

支援ネットワーク会議  

 

 がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、が

ん診療連携協議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数（平成27年度）  2回  

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数  21人  

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場の委員の数  4人  

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選される時期  平成29年度  

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本協議

会委員を除く）  

NA  

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平成27年度）  1回  

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数  19人  

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立場の委員の数  0人  

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本連携協

議会委員を除く）  

0人  

 

 がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 

 

 がん計画について 

18. 第 2 次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。  

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホームページ）を教えてく

ださい。  

 

行わない  

19. 第 2 次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。  

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてください。  

行う予定がある  

平成 28 年度から  
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 がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成 26-27 年度内に、県による患者満足度調査を行いますか。 

行う場合は、その名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教

えてください  

 

行わない  

21. 平成 26-27 年度内に、県による医療者意識調査を行いますか。 

行う場合は、その名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教

えてください。  

 

行わない  

22. 平成 26-27 年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療者意識

調査を除く）を行いますか。 行う場合は、その名称と、調査実施時

期、結果公表時期と方法を教えてください。  

 

行わない  

23. 質問 21,22,23 で、患者満足度調査、医療者意識調査、その他の

調査を行う県に伺います。 それらの調査は、県計画の評価指標に使

用する前提で設計されましたか／される予定ですか。 それと も、

県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施されている

ものにチェックを入れてください（複数可）。  

シンポジウム型イベント  

アンケート  

がん医療に関する県民公開シン

ポジウム（平成 27年 11月 21日）  

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管理に役立

つデータの収集・分析を行う役割を担っていますか。  

県拠点病院  

 

 

 

 

 がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）はあります

か。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情報公開し

ていますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトなどで公開

していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開していま

すか。 

していない 

 

【参考】 

 第 2 次推進計画の中間評価を行う予定がある・行う都道府県・・・25 都県 

 青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、 

三重県、滋賀県、奈良県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、 

長崎県、大分県、鹿児島県 

 

 Ｈ26-Ｈ27 年度中に、県による患者満足度調査を行う予定がある・・・5 県 

 奈良県、香川県、高知県、長崎県、（沖縄県） 


